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【設問１（１）】
 Xは、撮影ポイントと撮影角度を選択した点で、Ｘ映像１に映画の著作物としての創作性があると主張することが
考えられる。しかしながら、これらの選択は動物αを撮影するために必要な技術的工夫に過ぎない（著作者の個性
を発揮する選択の余地がなかった）。

編集著作物（12条1項）であるＸ映像２を著作物として主張することにより、シーンの選択とその配列を創作性の
根拠として主張できる利点がある。
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【設問１（２）】
 Xは、Zに対し、Z図鑑１について、譲渡権侵害に基づき、損害賠償請求（民法709条）、販売差止請求（112条1
項）及び在庫廃棄請求（112条2項）を請求し得る。

Ｘ映像を構成する静止画像の創作性は認められない。仮に創作性が認められても、引用利用の抗弁（32条2項）が
成立すると考える。したがって、上記の請求は認められないと考える。

 Xは、Zに対し、Z図鑑２について、頒布権侵害に基づき、損害賠償請求（民法709条）、販売差止請求（112条1
項）及び在庫廃棄請求（112条2項）を請求し得る。

シーンの選択とその配列のいずれにもXの個性が表れているため、Ｘ映像２は保護される編集著作物である。
映画が編集著作物としてのみ創作性が認められる場合、その創作性は視覚的又は視聴覚的効果と一体化しているこ
とから、当該映画は映画の著作物として保護され、譲渡権ではなく、頒布権が発生すると考える。

 Z図鑑２全体の販売差止及び廃棄の請求は、過大な請求であり、権利の濫用に該当する。そこで、Ｚ・DVDからX画
像２を削除する限りで販売差止請求が認められ、Z・DVDを廃棄する限りで廃棄請求が認められると考える。

6



令和５年司法試験（著作権法 - 知的財産法第２問）

【設問２（１）】
ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件最高裁判決が示した複製の要件のうち①依拠性と②本質的特徴の
維持（本質的特徴が直接感得されること）は、著作権侵害・著作者人格権の一般的要件であると考える。

 Y映像は、X映像２を模倣して制作された作品であり、X映像２の本質的特徴であるシーンの選択とその配列を維持
している。したがって、Y映像は、依拠性の要件と本質的特徴維持の要件を充足する。

 Xは、Y映像の無断放映について、公衆送信権侵害を主張すべきである。
また、Xは、Xの氏名が著者ではなく協力者と表示されたことについて、氏名表示権侵害を主張すべきである。

7



令和５年司法試験（著作権法 - 知的財産法第２問）

【設問２（２）】
公衆送信権侵害及び氏名表示権侵害に基づき、損害賠償請求（民法709条）、放送禁止の予防請求（112条1項）、
及びY画像データの廃棄（112条2項）を請求し得る。

放送禁止の予防請求について、Y画像は将来的に同種の番組を作成する際に使用することを視野に入れて作成され
たものであるから、再放送の可能性、すなわち112条1項の「侵害するおそれ」は認められると考える。

氏名表示権侵害に基づき名誉回復措置請求（115条）を請求し得る。具体的には、Y映像の著作者がXであることを
公表する請求をすることが考えられる。

棄損されたXの名誉・声望を回復するために当該公表措置をとる必要性があるか（当該公表措置が「著作者である
ことを確保するために適当な措置か？）が問題になる。

名誉回復措置請求の対象である名誉・声望の棄損は、著者の主観的感情に基づくものではなく、社会的な評価を低
下させるものでなければならない（最高裁昭和61年5月30日判決）。

 Y映像が僅か15分の短編であることから、Xの名誉・声望が棄損された程度は低く、当該公表措置をとる必要性は認
められないと考える。
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【設問３（１）】
著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合（30条の4）に該当
するので、30条の4により、タブレットに複製することも、不特定の者に向け上映することも免責されると判断し
たと考えられる。

【設問３（２）】
仮にＹが意図的に３人にＸ画像２を見せたとしても、特定かつ少数の者に対する上映であり、「公に」向けられて
いないことから、上映権侵害は成立しない。

Ｙが意図的に３人にＸ画像２を見せたのであれば、著作物に表現された思想又は感情を他人に享受させる目的で利
用したので、49条1項2号により、タブレットへの複製は複製権侵害に転じる。
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